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踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
平
成
十
八
年
度
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
歩
行
者
等
立
体

横
断
施
設
の
整
備
」
の
下
に
「
（
以
下
「
立
体
交
差
化
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
立
体
交
差
化
、
構
造

の
改
良
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
の
整
備
」
を
「
立
体
交
差
化
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
立
体
交
差
化
計
画
等
及
び
保
安
設
備
整
備
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
立
体
交
差
化
、

構
造
の
改
良
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
の
整
備
」
を
「
立
体
交
差
化
等
」
に
改
め
、
「
、
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
期

日
ま
で
に
」
を
削
り
、
「
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
」
の
下
に
「
（
以
下
「
立
体
交
差
化
計
画
等
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
後
段
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
第

七
項
」
を
「
第
十
項
（
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第

九
項
中
「
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
若
し
く
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
（
第
五
項
本
文
の
規
定
に
よ
り

国
土
交
通
大
臣
が
作
成
し
た
も
の
を
除
く
。
）
又
は
」
を
「
第
一
項
（
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
等
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
」
に
改
め
、
「
保
安
設
備
整
備
計
画
」
の
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下
に
「
（
以
下
単
に
「
保
安
設
備
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条

第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
」
を
「
立

体
交
差
化
計
画
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
等
の
変
更
に
つ
い

11
て
、
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
等
の
変
更
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
六
項
中
「
前
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整

備
計
画
」
を
「
立
体
交
差
化
計
画
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
立
体
交
差
化
、
構
造
の
改
良

又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
の
整
備
」
を
「
立
体
交
差
化
等
」
に
、
「
あ
ら
か
じ
め
当
該
指
定
に
係
る
鉄
道
事
業
者
の
意
見

を
聴
い
て
、
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
」
を
「
当
該
踏
切
道
に
つ
い
て
立

体
交
差
化
計
画
等
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

７

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
交
差
化
計
画
等
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
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、
当
該
踏
切
道
に
係
る
鉄
道
事
業
者
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
項
の
規
定
に
よ

り
立
体
交
差
化
計
画
等
を
作
成
す
る
前
に
、
当
該
鉄
道
事
業
者
と
国
土
交
通
大
臣
と
の
間
に
立
体
交
差
化
計
画
等
の
作
成
に

つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
交
差
化
計
画
等
を
作
成
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間

に
お
い
て
当
該
踏
切
道
を
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
同
項
の
期
間
を
経
過
し
た
後
に

当
該
踏
切
道
を
改
良
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
場
合
に
お
い
て
、
鉄
道
事
業
者
と
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
道
路
管
理
者
と
の

協
議
が
成
立
し
な
い
」
を
「
第
一
項
の
協
議
が
成
立
せ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
交
差
化
計
画
等
を
作
成
す
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
期
間
に
お
い
て
当
該
踏
切
道
を
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
同
項
の
期
間
を
経

過
し
た
後
に
当
該
踏
切
道
を
改
良
す
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
改
良
の
実
施
）

第
五
条

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
立
体
交
差
化
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管

理
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切
道
の
改
良

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
立
体
交
差
化
計
画
等
を
提
出
し
た
場
合
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
立
体
交
差
化
計
画
等
が
作
成
さ
れ
た
場

合
（
当
該
立
体
交
差
化
計
画
等
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
立
体
交
差
化
計
画
等
に
従
い
、
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
保
安
設
備
の
整
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
鉄
道
事
業
者
は
、
保
安
設
備

整
備
計
画
に
従
い
、
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
「
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
一
項
中
「
鉄
道
事
業
者
及
び
国
土
交
通
大
臣
以
外
の
」
を
「
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
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の
鉄
道
事
業
者
及
び
」
に
改
め
、
「
又
は
鉄
道
事
業
者
」
を
削
り
、
「
な
く
」
の
下
に
「
当
該
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
三
項
の
鉄
道
事
業
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
保
安
設
備
整
備
計
画
に
従
つ
て
当
該
踏
切
道
の

改
良
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
に
対
し
て
、
当
該
保
安
設
備
整
備
計
画
に
従
つ
て
当
該
踏

切
道
の
改
良
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
正
当
な
理
由
が
な
く
同
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
鉄
道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
、
期
限
を
定
め
て
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

改
良
の
方
法
に
よ
り
当
該
踏
切
道
の
改
良
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
立
体
交
差
化
計
画
、
構
造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
」
を
「
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
で
あ
つ
て
立
体
交
差
化
等
に
係
る
も
の
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
踏
切
道
の
立
体
交
差
化
等
に
よ
る

改
良
」
に
改
め
る
。
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第
九
条
第
一
項
中
「
立
体
交
差
化
計
画
」
を
「
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
（
当
該
立
体
交

差
化
計
画
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
踏
切
道
の
指
定
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う

。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
等
（
立
体
交
差
化
計
画
、
構

造
改
良
計
画
又
は
歩
行
者
等
立
体
横
断
施
設
整
備
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
旧
法
第
四
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
等
又
は
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
保
安
設
備
整
備
計
画
は
、
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そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
立
体
交
差
化
計
画
等
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
立
体
交
差
化
計
画
等
又
は
同
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
保
安
設
備
整
備
計
画
と
み
な
す
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
（
立
体
交
差
化
計
画
等
の
変

更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
新
法
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
と

み
な
す
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
項
中
「
第
四
条
第
七
項
」
を
「
第
四
条
第
十

項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

（
鉄
道
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
三
の
見
出
し
中
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
三

項
ま
で
」
を
加
え
、
「
か
か
わ
る
」
を
「
関
わ
る
」
に
改
め
る
。


